
1 

 

課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則の全部を改正する公正取

引委員会規則案からの主な変更点    

 

（下線部分は変更部分） 

変更箇所 成案 原案（パブリックコメント） 

第十四条 報告等事業者であって、法第七

条の五第一項（法第八条の三にお

いて読み替えて準用する場合を

含む。以下同じ。）の協議の申出を

行おうとする者は、法第七条の四

第五項の規定による通知を受け

た日（当該通知を受けた事業者が

法人である場合において、当該事

業者が法第七条の八第三項又は

第四項に規定する事由により消

滅したときは、当該事業者が当該

通知を受けた日）から、同日から

起算して十日を経過する日まで

の間に、次の各号に掲げるいずれ

かの方法により、様式第四号によ

る申出書を委員会に提出しなけ

ればならない。 

  一 直接持参する方法 

  二 書留郵便、民間事業者によ

る信書の送達に関する法律

第二条第六項に規定する一

般信書便事業者若しくは同

条第九項に規定する特定信

書便事業者による同条第二

項に規定する信書便の役務

であって当該一般信書便事

業者若しくは当該特定信書

便事業者において引受け及

び配達の記録を行うもの又

はこれらに準ずる方法によ

り送付する方法 

報告等事業者であって、法第七

条の五第一項（法第八条の三にお

いて読み替えて準用する場合を

含む。以下同じ。）の協議の申出を

行おうとする者は、法第七条の四

第五項の規定による通知を受け

た日（当該通知を受けた事業者が

法人である場合において、当該事

業者が法第七条の八第三項又は

第四項に規定する事由により消

滅したときは、当該事業者が当該

通知を受けた日）から、同日から

起算して十日を経過する日まで

の間に、様式第四号による申出書

を委員会に提出しなければなら

ない。 
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変更箇所 成案 原案（パブリックコメント） 

  三 ファクシミリを利用して

送信する方法 

  四 電子メールを利用して送

信する方法 

２ 第九条第二項の規定は、前項

第三号の方法により申出書が

提出される場合に準用する。 

３ 第四条第二項の規定は、第一

項第四号の方法により申出書

が提出される場合に準用する。 

※このほか，技術的修正を行っております。 


